
【所属】 【コード№】

平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 単位

148,653 128,738 135,117 144,863 件

平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 単位

64,756 65,792 66,908 67,227 件

平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 単位

477 412 469 459 人

平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 単位

15,477 15,293 13,677 14,213 件

平成14年 平成15年 平成16年平成17年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年

交通指導取締148,653 128,738135,117 144,863
1111交通指導取締115.469403 100104.955025112.525439

交通事故発生状況64,756 65,792 66,908 67,227
1111交通事故発生状況98.4253405 100101.696255102.181116

暴走族検挙人員 477 412 469 459
1111暴走族検挙人員115.776699 100113.834951111.407767

行政処分件数 15,477 15,293 13,677 14,213
1111行政処分件数101.203165 100 89.43307492.9379455

＜グラフは、平成15年を100とする指数で表した。＞
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平成１8年度事業費（千円）

32,320

15,975

154,569
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351 233
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項　　　  目
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交通指導取締り件数

交通反則切符及び交通通告制度実施費

○業務に関係する統計

19,902

17,111

平成１7年度事業費（千円）

速度違反自動取締り装置維持管理費

交通指導取締費

交通警察費

事　　　業　　　名

○業務の主なコスト

3,176

合　　　　計

交通秩序の確立

交通事故発生状況

交通事故抑止緊急事業費

取消処分者講習実施費

停止処分者講習実施費

業 務 名

80,342

150,665
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●飲酒運転による交通事故が依然として増加傾向にあることから、引き続き飲酒運転を最重
点とした指導取締りを強化する。
　
●四輪乗車中の交通事故死者数に占めるシートベルト非着用の死者数の割合が依然として高
いことから、シートベルト非着用の指導取締りを強化する。
　
●平成18年６月、違法駐車に関する改正道路交通法が施行されることに伴い、県民に対し、
改正内容の周知を図るほか、迷惑性の高い場所における違法駐車指導取締りを強化する。

●交通事故が増加し、人身事故が平成16年をピークに依然として多発している憂慮すべき事
態にある中、限られた体制により、事件・事故に対する適正捜査を推進するため、業務の更
なる合理化を図るとともに、捜査支援システム等の更なる整備・充実を図る。

●悪質・危険違反を伴う交通事故等に対しては、危険運転致死傷罪等の刑罰法規を的確に適
用するとともに、迅速な行政処分等を通じて悪質・危険運転者を早期に交通社会から排除す
る。

●関係機関・団体との連携を更に強め、暴走族の実態解明と的確な暴走族対策を推進する。
また、毎週末における暴走族特別取締りを実施し、共同危険行為等禁止違反による現場検挙
を推進するとともに、あらゆる法令を駆使した暴走族取締りを徹底するほか、ゲリラ的な暴
走行為の抑止を図る。

●飲酒運転等悪質危険違反による交通事故を防止するため、交通死亡事故の発生現場付近を
中心とした交通指導取締りを強化した。

●四輪乗車中の交通事故死者数のうち、シートベルト非着用の死者数が依然として高い割合
を占めていることから、シートベルト非着用の取締りを強化した。

●悪質・危険違反を伴う交通事故事件等の責任追及を徹底するため、259人に対して強制捜査
を行うなど事案の解明に努めた。特に、交通死亡ひき逃げ事件については、発生した10件全
てを検挙したほか、危険運転致死傷罪を３件の交通事故に適用するなど、的確な交通事故事
件捜査を推進した。
　また、科学捜査研究所との緊密な連携に配意した科学捜査の推進、交通事故自動記録装置
１基の増設を始め、装備資機材等の整備・充実に努めた。

●暴走族取締りに当たっては、集団暴走行為をはじめ各種違反行為で459人を検挙（うち127
人を逮捕）するなどして、集団暴走行為の抑止を図ったが、ゲリラ的な暴走行為の多発に伴
い、暴走族に係る110番受理件数は754件（前年比-80件）と依然として高水準で推移してい
る。

●交通事故による処分（1,795件）、違反行為による処分（12,310件）、重大違反行為による
処分（108件）など、悪質・危険運転者に対し迅速、的確な行政処分の執行に努めた。

○課題と平成１8年の取組み

○平成１7年の取組み

36


